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私
た
ち
の
国
保
と
年
金   国民健康保険からの

          お知らせ

７
月
（
第
４
期
）
か
ら
本
算

定
の
額
に
な
り
ま
す

　

第
１
〜
３
期
の
保
険
税
は
、
平

成
17
年
度
の
保
険
税
を
基
礎
に
算

定
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
18
年

度
課
税
所
得
が
確
定
し
た
た
め
、

保
険
税
の
年
税
額
を
本
算
定
し
ま

す
。

　

本
算
定
さ
れ
た
年
税
額
と
、
仮

算
定
さ
れ
て
い
た
年
税
額
と
の
差

額
は
、
４
期
以
降
で
調
整
し
ま
す

の
で
、
調
整
後
の
金
額
で
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。

保
険
税
の
納
付
書
は
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す

　　

納
税
通
知
書
は
、
世
帯
主
宛
に

送
付
し
ま
す
。

　

世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
な
い

場
合
で
も
納
税
義
務
者
は
世
帯
主

に
な
り
ま
す
。

保
険
証
の
更
新
を
行
い
ま
す

　

現
在
、
八
代
市
の
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
、
一
部
の
人
を
除
い
て
、
平
成

18
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

平
成
18
年
８
月
１
日
か
ら
使
用

し
て
い
た
だ
き
ま
す
新
し
い
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
は
、
７
月

下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
に
つ
い

て
は
、
８
月
１
日
以
降
に
本
庁
及

び
各
支
所
、
出
張
所
に
返
却
さ
れ

る
か
、
個
人
で
破
棄
し
て
く
だ
さ

い
。個
人
で
破
棄
さ
れ
る
場
合
は
、

ハ
サ
ミ
で
切
る
な
ど
し
て
、
個
人

情
報
の
漏
洩
に
は
充
分
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
は

紙
製
で
す
の
で
、
大
切
に
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

入
院
し
た
と
き
の
自
己
負
担
額

と
食
事
代
（
標
準
負
担
額
）

　　

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
は
、

医
療
費
と
は
別
に
、
１
食
分
と
し

て
定
め
ら
れ
た
額
を
入
院
期
間
中

に
食
事
を
と
ら
れ
た
回
数
分
支
払

い
ま
す
。

◆
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
表

１
の
食
事
代
の
適
用
を
受
け
る
た

め
に
は
減
額
認
定
証
が
必
要
で
す

の
で
、
国
保
年
金
課
も
し
く
は
各

支
所
健
康
福
祉
課
窓
口
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
90
日
を
超
え
る
場
合
の
食
事
代

の
適
用
を
受
け
る
場
合
も
再
度
申

老
人
医
療
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方
へ

◆
医
療
機
関
に
受
診
さ
れ
る
際

は
、
必
ず
保
険
証
と
老
人
医
療
受

給
者
証
を
医
療
機
関
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

入
院
時
一
部
負
担
額
と
高
額

医
療
費
自
己
負
担
限
度
額
の

一
部
変
更
に
つ
い
て

◆
一
般
お
よ
び
一
定
以
上
所
得
が

あ
る
人
の
入
院
時
一
部
負
担
額
、

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
の

自
己
負
担
限
度
額
が
平
成
18
年
10

月
よ
り
変
わ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
後
日
、
広
報
紙
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

表 1 入院時一部負担額 標準負担額 条件
一般 260 円

住
民
税
非
課
税
の
人

低所得Ⅱ 24,600 円

210 円
過去 12カ月間で
減額認定後 90日
までの入院

160 円
過去 12カ月間で
減額認定後 90日
を超える入院

低所得Ⅰ 15,000 円 100 円

　　   問合せ　国保年金課☎３３－４１13
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広報やつしろ２００６．７．１

  老人保健法が一部変わります

公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

お
よ
び
老
年
者
控
除
の
廃
止

に
伴
う
激
変
緩
和
措
置

（
平
成
18
年
８
月
か
ら
２
年
間
）

　　

公
的
年
金
等
控
除
の
縮
減
お
よ

び
老
年
者
控
除
の
廃
止
に
よ
り
、

新
た
に
一
定
以
上
所
得
者
と
判
定

さ
れ
た
人
で
、
次
に
当
て
は
ま
る

人
は
申
請
に
よ
り
、
医
療
機
関
に

支
払
う
一
部
負
担
額
の
割
合
は

「
３
割
（
平
成
18
年
９
月
30
日
ま

で
は
２
割
）」
の
ま
ま
で
も
、
医

療
費
が
高
く
な
っ
た
場
合
の
自
己

負
担
限
度
額
が
、「
一
般
」
の
限

度
額
と
な
り
ま
す
。

◆
課
税
所
得　

145
万
円
以
上
213
万

円
未
満

◆
収
入
額
（
70
歳
以
上
の
人
の
収

入
合
計
）

▼
70
歳
以
上
の
人
が
１
人
の
世
帯

　

383
万
円
以
上
484
万
円
未
満

▼
70
歳
以
上
の
人
が
２
名
以
上
の

世
帯　

　

520
万
円
以
上
621
万
円
未
満

※
自
己
負
担
割
合
が
変
わ
る
人
に

は
、
新
し
い
老
人
保
健
医
療
受
給

者
証
を
お
送
り
し
ま
す
。

平
成
18
年
８
月
か
ら
一
定
以

上
所
得
が
あ
る
人
の
判
定
基

準
が
変
わ
り
ま
す
。

◆
課
税
所
得
額
145
万
円
（
こ

れ
ま
で
と
同
額
）

※
た
だ
し
、
70
歳
以
上
の
人
お
よ

び
老
人
保
健
受
給
者
の
収
入
合
計

が
次
の
額
未
満
の
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
、
一
部
負
担
割
合
が
「
１

割
」
に
な
り
ま
す
。

◆
収
入
額
（
70
歳
以
上
の
人
の

収
入
合
計
）

☆
70
歳
以
上
の
人
が
１
人
の
世
帯

　

484
万
円  

↓  

383
万
円

  ☆
70
歳
以
上
の
人
が
２
人
以
上
の

世
帯　

　

621
万
円  

↓  

520
万
円

病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う

一
部
負
担
金
が
左
図
の
よ
う

に
変
わ
り
ま
す
。

平成 18年
9月30日まで

平成 18 年
10月1日から 変更について

一般または低所得の人 1割 1割 変更なし

一定以上所得がある人 2割 3割
受給者証に「3割（平成 18
年 9月30日までは2割）」と
記載されています。

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
入
院
期

間
を
証
明
で
き
る
も
の
（
領
収
証

な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

老
人
保
健
医
療
受
給
者
及

び
八
代
市
国
民
健
康
保
険
に

加
入
の
70
歳
以
上
の
人

◆
表
１
の
低
所
得
Ⅰ
、
Ⅱ
に
該
当

す
る
入
院
時
一
部
負
担
額
お
よ
び

食
事
代
（
標
準
負
担
額
）
の
適
用

を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
市
役
所
国
保

年
金
課
ま
た
は
各
支
所
健
康
福
祉

課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
減
額
認
定
証
を

持
っ
て
い
る
人
も
平
成
18
年
７
月

31
日
㈪
で
認
定
期
間
が
切
れ
ま
す

の
で
、
継
続
し
て
認
定
を
受
け
る

た
め
に
は
８
月
31
日
㈭
ま
で
に
再

度
申
請
が
必
要
で
す
。

（
７
月
18
日
㈫
よ
り
８
月
以
降
の

受
付
を
開
始
し
ま
す
。）

　　 問合せ　国保年金課☎３３－４１13

　急速に少子高齢化が進む中で、国民皆保険制度を将来にわたり持続するため、

新たな医療保険制度が成立しました。

9



広報やつしろ２００６．７．１

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
と
は

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る

制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
毎
月
納
付

す
る
こ
と
で
、
年
を
と
っ
た
と
き

の
老
齢
基
礎
年
金
や
、
万
が
一
の

と
き
の
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基

礎
年
金
な
ど
を
受

け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

も
し
も
病
気
や

失
業
な
ど
の
経
済

的
な
理
由
な
ど
で

保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
が
免
除
に
な
る
、
保

険
料
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
に
該
当
す
る
と
…

　

免
除
に
該
当
す
る
と
、
免
除
に

な
っ
た
期
間
（
一
部
免
除
は
一
部

を
納
付
し
た
期
間
）
は
、
老
後
に

受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

資
格
期
間
の
判
定
、
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
な
ど
の
納
付
要
件
を
判

定
す
る
際
に
、
納
付
さ
れ
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　

も
し
、
国
民
年
金
を
未
納
の
ま

ま
に
し
て
い
た
ら
、
老
齢
基
礎
年

金
は
も
ち
ろ
ん
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
も
受
け
ら
れ
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

納
付
が
困
難
な
人
は
、
国
保
年

金
課
７
番
窓
口
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

免
除
の
種
類

申
請
免
除
（
下
表
①
〜
④
）

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
そ
れ

ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
が
一
定
基
準

以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
、
各

段
階
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
、
全

額
も
し
く
は
一
部
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
免
除
の
段
階
に
は
、
全
額

免
除
・
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免

除
・
４
分
の
１
免
除
が
あ
り
ま
す
。

若
年
者
納
付
猶
予
制
度（
下
表
⑤
）

　

20
歳
以
上
30
歳
未
満
の
人
は
、

本
人
（
配
偶
者
含
む
）
の
前
年
の

所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
は
、
申

請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
（
世
帯
主
の
所
得
は
審
査
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
）。

学
生
納
付
特
例
制
度
（
下
表
⑥
）

　

学
生
本
人
の
前
年
の
所
得
が
、

一
定
基
準
以
下
の
場
合
は
、
申
請

 国民年金保険料の
　　　 免除申請について

所得判定対象者
納付すべき
月額　注１

老齢年金額に算定される割合　注２

　①全額免除 本人・配偶者・世帯主 0円 1/3 計算
　② 4分の 3免除 本人・配偶者・世帯主 3,470 円 1/2 計算
　③半額免除 本人・配偶者・世帯主 6,930 円 2/3 計算
　④ 4分の 1免除 本人・配偶者・世帯主 10,400 円 5/6 計算
　⑤若年者納付猶予 本人・配偶者 0円 年金額には算定されません
　⑥学生納付特例 本人 0円 年金額には算定されません

注１：4分の 3免除、半額免除、4分の１免除については、納
       付すべき月額を納めないと、 未納扱いになります。

注２：老後に受け取る老齢基礎年金の額を計算する際、全額納め
たときの金額に対して、免除された期間はどれだけの割合で
年金額に反映されるかを表しています。また、免除された期
間は 10年間さかのぼって納付することができ、追納するこ
とで満額の年金額に近づけることができます。

※金額、割合は平成 18年度のものです。

し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す

(

夜
間
・
定
時
制
・
通
信
制
課
程

の
学
生
も
対
象
と
な
り
ま
す)

。

※
申
請
免
除
（
全
額
免
除
・
４
分

の
３
免
除
・
半
額
免
除
・
４
分
の

１
免
除
）
お
よ
び
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
は
、
学
生
に
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
。

問合せ　国保年金課年金係　℡３３－４１05
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